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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2014年 6月 24日開催予定の第 46期定時株主総会

に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

 

1．変更の理由 

(1) 今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の追加を行うもの

であります。合わせて、事業の現状に即し語句の一部修正を行うものであります。 

(2) その他、上記の変更に伴い号数の繰り下げを行うものであります。 

 

 

2．変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第１章 総  則  第１章 総   則  

第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり） 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

１．～７． （条文省略）  １．～７． （現行どおり）  

（新 設） 

  
８．薬局の経営 

９．処方箋による医薬品の調剤および販

売 

10．医薬品、医薬部外品、医療用具、医

療用消耗品の販売 

８．～９． （条文省略）  11．～12． （現行どおり）  

10．障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づ

13．障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく



く障害福祉サービス事業および地

域生活支援事業 

  

  

障害福祉サービス事業、一般・特定

相談支援事業および地域生活支援事

業、並びに児童福祉法に基づく障害

児相談支援事業 

11．～12. （条文省略）  14．～15. （現行どおり）  

13．要介護高齢者等に対する介護サービ

ス事業 

16．高齢者等に対する介護サービス事業 

14．～33． （条文省略）  17．～36. （現行どおり）  

第３条～第44条  （条文省略） 第３条～第44条 （現行どおり） 

 

3．日程 

定款変更取締役会決議日 2014年 5月 22日 （木曜日） 

定款変更の効力発生日 2014年 6月 24日 （火曜日） 

 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

株式会社ツクイ 経営企画部 

TEL045-842-4193 


